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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料を高圧状態で蓄える蓄圧室と、該蓄圧室に燃料を加圧供給する機関駆動式の燃料ポ
ンプと、前記蓄圧室に蓄えられた燃料を噴射する燃料噴射弁と、前記蓄圧室内の燃圧を検
出する検出手段とを備える内燃機関の燃料噴射装置について、該噴射装置を操作すること
で燃料噴射制御を行なう燃料噴射制御装置において、
　前記燃料噴射についての実際の噴射開始時期を、該燃料噴射の前段の噴射からの時間間
隔と前記検出手段によって検出される燃圧とに基づき算出する手段と、
　前記実際の噴射開始時期と前記加圧供給の期間とが重複するか否かを、前記燃料ポンプ
の操作量及びその相当値のいずれかに基づき判断する判断手段と、
　該判断手段により重複すると判断されるとき、前記内燃機関の出力軸の回転と前記燃料
ポンプによる燃料の加圧供給との関係に基づき、前記燃料噴射弁の指令噴射開始時期にお
いて検出される燃圧に対する前記実際の燃料噴射開始時期における前記蓄圧室内の燃圧の
上昇量を算出して且つ、前記指令噴射開始時期における前記蓄圧室内の圧力の検出値と前
記上昇量とに応じて前記燃料噴射弁の操作量を設定する設定手段とを備えることを特徴と
する燃料噴射制御装置。
【請求項２】
　前記燃料ポンプは、吸入する燃料量の調整により前記加圧供給する燃料量を決定する吸
入調量式のポンプであり、
　前記判断手段は、前記いずれかに基づき前記加圧供給の開始点を算出することで前記判
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断を行なうものであることを特徴とする請求項１記載の燃料噴射制御装置。
【請求項３】
　前記判断手段による判断に先立ち、前記検出される燃圧に基づき前記燃料噴射弁の操作
量を算出する手段と、
　前記燃料噴射についての実際の噴射終了時期を、前記燃料噴射弁の指令噴射期間と前記
検出される燃圧とに基づき算出する手段とを更に備え、
　前記設定手段は、前記内燃機関の出力軸の回転と前記燃料ポンプによる燃料の加圧供給
との関係に基づき、前記実際の噴射開始時期から前記実際の噴射終了時期までの間の前記
蓄圧室内の燃圧の平均値を算出することで前記操作量を補正することを特徴とする請求項
１又は２記載の燃料噴射制御装置。
【請求項４】
　前記内燃機関がディーゼル機関であり、
　前記燃料噴射制御が、アクセルペダルの操作量に応じた要求トルクを生成するためのメ
インとなる噴射であるメイン噴射と前記ディーゼル機関の後処理装置の再生のためのポス
ト噴射との噴射制御を含み、
　前記燃料噴射装置は、前記加圧供給と前記メイン噴射とを１対１に対応付ける同期シス
テムであり、
　前記メイン噴射の期間が前記加圧供給の期間と重複しないように設定されてなることを
特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の燃料噴射制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃料を高圧状態で蓄える蓄圧室と、該蓄圧室に燃料を加圧供給する機関駆動
式の燃料ポンプと、前記蓄圧室に蓄えられた燃料を噴射する燃料噴射弁と、前記蓄圧室内
の燃圧を検出する検出手段とを備える内燃機関の燃料噴射装置について、該噴射装置を操
作することで燃料噴射制御を行なう燃料噴射制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の燃料噴射装置としては、ディーゼル機関の各気筒の燃料噴射弁に高圧の燃料を
供給する共通の蓄圧室（コモンレール）を備えるものが周知である。このコモンレール式
のディーゼル機関における燃料噴射制御装置は、燃料噴射弁を操作する際の指令噴射期間
を、要求される噴射量とコモンレール内の燃圧とに基づき設定する。
【０００３】
　ただし、上記コモンレール内の燃圧が燃料ポンプからの燃料の加圧供給（圧送）によっ
て変動するため、燃料ポンプからの燃料の圧送期間と燃料噴射の期間との重複の有無によ
り、同一の指令噴射期間を設定したとしても実際に噴射される燃料量は変動する。
【０００４】
　そこで従来は、下記特許文献１に見られるように、指令噴射開始時期に検出される燃圧
に基づき指令噴射期間を設定することで、要求される噴射量と実際の噴射量との差の低減
を図るものも提案されている。
【０００５】
　ただし、このように指令噴射開始時期に検出される燃圧に基づき指令噴射期間を設定し
たとしても、燃料噴射の期間と圧送期間との重複の有無により燃料噴射の期間における燃
圧が異なったものとなるため、燃料噴射の制御精度を高く維持することは困難である。更
に、燃料ポンプによる燃料の圧送量は変化し得るものであるため、圧送量の変動により燃
料噴射の期間と圧送期間との重複態様が変動することによって指令噴射量を適切なものと
することがよりいっそう困難なものとなる。
【０００６】
　なお、この種の燃料噴射制御装置としては、特許文献１の他、例えば下記特許文献２が
ある。
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【特許文献１】特開２００１－１４０６８９号公報
【特許文献２】特開２００１－３１７３９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、燃料の加圧供
給の期間と燃料噴射の期間との重複の有無にかかわらず、燃料噴射の制御精度を高く維持
することのできる燃料噴射制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、上記課題を解決するための手段、及びその作用効果について記載する。
【０００９】
　請求項１記載の発明は、燃料を高圧状態で蓄える蓄圧室と、該蓄圧室に燃料を加圧供給
する機関駆動式の燃料ポンプと、前記蓄圧室に蓄えられた燃料を噴射する燃料噴射弁と、
前記蓄圧室内の燃圧を検出する検出手段とを備える内燃機関の燃料噴射装置について、該
噴射装置を操作することで燃料噴射制御を行なう燃料噴射制御装置において、前記燃料噴
射についての実際の噴射開始時期を、該燃料噴射の前段の噴射からの時間間隔と前記検出
手段によって検出される燃圧とに基づき算出する手段と、前記実際の噴射開始時期と前記
加圧供給の期間とが重複するか否かを、前記燃料ポンプの操作量及びその相当値のいずれ
かに基づき判断する判断手段と、該判断手段により重複すると判断されるとき、前記内燃
機関の出力軸の回転と前記燃料ポンプによる燃料の加圧供給との関係に基づき、前記燃料
噴射弁の指令噴射開始時期において検出される燃圧に対する前記実際の燃料噴射開始時期
における前記蓄圧室内の燃圧の上昇量を算出して且つ、前記指令噴射開始時期における前
記蓄圧室内の圧力の検出値と前記上昇量とに応じて前記燃料噴射弁の操作量を設定する設
定手段とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　上記構成において、蓄圧室内の燃圧は、燃料ポンプの操作量によって制御される。この
ため、燃料ポンプの操作量から、蓄圧室内へ加圧供給される燃料量や加圧供給の開始点又
は終了点を把握することができる。この点に鑑み、上記構成では、燃料ポンプの操作量及
びその相当値のいずれかから把握される加圧供給の開始点又は終了点と実際の噴射開始時
期とに基づき、実際の噴射開始時期と加圧供給の期間との重複の有無を判断する。そして
、重複するときには、検出される燃圧に対して加圧供給により蓄圧室内の燃圧が変化する
ことに鑑み、この変化に応じて燃料噴射弁の操作量を設定することで、要求される噴射量
を精度良く噴射することができる。
　ここで、実際の噴射開始時期は、通常、燃料噴射弁の応答遅れのため、指令噴射開始時
期に対して遅れる傾向にある。この遅延量は、蓄圧室内の燃圧に依存する。この点、上記
構成では、検出される燃圧と、前段の噴射からの時間間隔から把握される前段の噴射に伴
う圧力脈動とに基づき、実際の噴射開始時期を精度良く算出することができる。これによ
り、上記重複の有無を精度良く判断することができるようになる。
　さらに、上記構成では、検出される燃圧に対する実際の噴射開始時期における蓄圧室の
燃圧の上昇量を算出することで、実際の噴射開始時期における蓄圧室内の燃圧に基づき燃
料噴射弁の操作量を設定することができる。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明において、前記燃料ポンプは、吸入する燃
料量の調整により前記加圧供給する燃料量を決定する吸入調量式のポンプであり、前記判
断手段は、前記いずれかに基づき前記加圧供給の開始点を算出することで前記判断を行な
うものであることを特徴とする。
【００１２】
　上記構成では、吸入調量式の燃料ポンプを用いるために、燃料ポンプが下死点から上死
点まで変位する際の加圧供給の開始タイミングが吸入量に応じて変化する。この点、上記
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構成では、上記いずれかに基づき加圧供給の開始点を算出することで、同開始点から上死
点までを加圧供給の期間として把握することができる。
【００１７】
　請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の発明において、前記判断手段による判断
に先立ち、前記検出される燃圧に基づき前記燃料噴射弁の操作量を算出する手段と、前記
燃料噴射についての実際の噴射終了時期を、前記燃料噴射弁の指令噴射期間と前記検出さ
れる燃圧とに基づき算出する手段とを更に備え、前記設定手段は、前記内燃機関の出力軸
の回転と前記燃料ポンプによる燃料の加圧供給との関係に基づき、前記実際の噴射開始時
期から前記実際の噴射終了時期までの間の前記蓄圧室内の燃圧の平均値を算出することで
前記操作量を補正することを特徴とする。
【００１８】
　実際の燃料噴射時期は、通常、燃料噴射弁の応答遅れのために、指令噴射期間の終了タ
イミングに対して遅れる傾向にある。この遅延量は、蓄圧室内の燃圧に依存する。この点
、上記構成では、検出される燃圧と指令噴射期間とに基づき、実際の噴射終了時期を精度
良く算出することができる。
【００２０】
　また、上記構成において、燃料ポンプによる加圧供給量が異なると、実際の噴射開始時
期から実際の噴射終了時期までの期間（実際の噴射期間）における蓄圧室内の燃圧の変動
態様が異なったものとなる。この点、上記構成では、実際の噴射期間における蓄圧室内の
燃圧の平均値に基づき燃料噴射弁の操作量を補正することで、実際の噴射期間における蓄
圧室内の燃圧に応じて燃料噴射弁の操作量を適切に設定することができる。
【００２１】
　請求項４記載の発明は、請求項１～３のいずれかに記載の発明において、前記内燃機関
がディーゼル機関であり、前記燃料噴射制御が、アクセルペダルの操作量に応じた要求ト
ルクを生成するためのメインとなる噴射であるメイン噴射と前記ディーゼル機関の後処理
装置の再生のためのポスト噴射との噴射制御を含み、前記燃料噴射装置は、前記加圧供給
と前記メイン噴射とを１対１に対応付ける同期システムであり、前記メイン噴射の期間が
前記加圧供給の期間と重複しないように設定されてなることを特徴とする。
【００２２】
　上記構成では、同期システムであるがゆえに、メイン噴射が加圧供給と重複しない設定
が可能となり、この設定により、メイン噴射時に加圧供給がなされることがなく、メイン
噴射を簡易且つ高精度に制御することができる。しかし、この場合、加圧供給態様によっ
ては、ポスト噴射が加圧供給と重なるおそれがある。この点、上記構成では、請求項１～
６の構成を有することで、ポスト噴射の制御精度をも高く維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明にかかる燃料噴射制御装置をディーゼル機関の燃料噴射制御装置に適用し
た第１の実施形態について、図面を参照しつつ説明する。
【００２４】
　図１に、本実施形態にかかるエンジンシステムの全体構成を示す。
【００２５】
　図示されるように、燃料タンク２内の燃料は、燃料フィルタ４を介して燃料ポンプ６に
よって汲み上げられる。この燃料ポンプ６は、ディーゼル機関の出力軸であるクランク軸
８から動力を付与されて燃料を吐出するものである。詳しくは、燃料ポンプ６は、吸入調
量弁１０を備えており、この吸入調量弁１０が操作されることで、外部に吐出される燃料
量が決定される。また、燃料ポンプ６は、２つのプランジャを備えており、これらプラン
ジャが上死点及び下死点間を往復運動することで、燃料が吸入及び吐出される。
【００２６】
　燃料ポンプ６からの燃料は、コモンレール１２に加圧供給（圧送）される。コモンレー
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ル１２は、燃料ポンプ６から圧送された燃料を高圧状態で蓄え、これを高圧燃料通路１４
を介して各気筒（ここでは、４気筒を例示）の燃料噴射弁１６に供給する。なお、燃料噴
射弁１６は、低圧燃料通路１８を介して燃料タンク２と接続されている。
【００２７】
　上記エンジンシステムは、コモンレール１２内の燃圧を検出する燃圧センサ２０や、ク
ランク軸８の回転角度を検出するクランク角センサ２２、燃料ポンプ６内の燃料の温度を
検出する燃温センサ２４等、ディーゼル機関の運転状態等を検出する各種センサを備えて
いる。更に、エンジンシステムは、ユーザによる加速要求に応じて操作されるアクセルペ
ダルの操作量を検出するアクセルセンサ２６を備えている。
【００２８】
　一方、電子制御装置（ＥＣＵ３０）は、マイクロコンピュータを主体として構成され、
上記各種センサの検出結果を取り込み、これに基づきディーゼル機関の出力を制御するも
のである。
【００２９】
　上記ＥＣＵ３０は、ディーゼル機関の出力制御を適切に行なうべく、燃料噴射制御を行
う。そして、この燃料噴射制御に際しては、コモンレール１２内の燃圧を、ディーゼル機
関の運転状態等に応じて設定される目標燃圧にフィードバック制御する。以下、これにつ
いて図２に基づき説明する。
【００３０】
　図２に、上記コモンレール１２内の燃圧の制御にかかる処理の手順を示す。この処理は
、ＥＣＵ３０により、例えば所定周期で繰り返し実行される。
【００３１】
　この一連の処理では、まずステップＳ１０において、アクセルセンサ２６によって検出
されるアクセルペダルの操作量と、要求される噴射量（要求噴射量）とに基づきコモンレ
ール１２内の燃圧の目標値（目標燃圧）を算出する。ここで、要求噴射量は、アクセルペ
ダルの操作量に応じて要求される出力トルクを生成するための噴射量である。この要求噴
射量は、クランク角センサ２２によって検出されるクランク軸８の回転速度とアクセルペ
ダルの操作量とに基づき、図示しない別のロジックにて算出される。
【００３２】
　続くステップＳ１２では、燃圧センサ２０によって検出される燃圧（実際の燃圧）と、
目標燃圧との差に基づき、燃料ポンプ６の吐出量の指令値（指令吐出量）を算出する。こ
の吐出量の算出は、具体的には、検出される燃圧を目標燃圧へとフィードバック制御すべ
く、ＰＩＤ制御に基づき行われる。すなわち、上記差に基づき比例項、微分項、積分項を
算出し、これらから指令吐出量を算出する。ただし、これら比例項、微分項、積分項に基
づき算出される指令吐出量を、燃温センサ２４によって検出される燃料の温度等に基づき
補正することで最終的な指令吐出量とすることが望ましい。
【００３３】
　続くステップＳ１４では、上記ステップＳ１２において算出される指令吐出量に応じた
燃料ポンプ６の駆動電流値（詳しくは、吸入調量弁１０の駆動電流値）を算出する。本実
施形態にかかる吸入調量弁１０は、ノーマリーオープンタイプのものであるため、吐出量
と駆動電流値との間には、図３に例示する関係がある。すなわち、駆動電流値を大きくす
るほど燃料ポンプ６の吐出量が減少する。
【００３４】
　こうして駆動電流値が算出されると、ステップＳ１６において、算出される駆動電流値
に基づき燃料ポンプ（詳しくは、吸入調量弁１０）を操作する。
【００３５】
　上記態様にてコモンレール１２内の燃圧を目標燃圧に制御することが可能となる。こう
して制御されるコモンレール１２内の燃圧と、上記要求噴射量とに基づき、燃料噴射弁１
６に対する指令噴射期間を算出することで、燃料噴射制御を行うことができる。この指令
噴射期間によって要求噴射量の燃料を精度良く噴射することができるためには、燃料噴射
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の期間と圧送期間とが重複しないことが望ましい。そこで、本実施形態では、上記要求噴
射量の噴射の期間と圧送期間とが重ならないように図４に示す設定がなされている。
【００３６】
　図４（ａ）は、１番気筒の燃料噴射弁１６に対する操作信号を示し、図４（ｂ）は、２
番気筒の燃料噴射弁１６に対する操作信号を示し、図４（ｃ）は、３番気筒の燃料噴射弁
１６に対する操作信号を示し、図４（ｄ）は、４番気筒の燃料噴射弁１６に対する操作信
号を示している。また、図４（ｅ）は、燃料ポンプ６の一方のプランジャ（第１プランジ
ャ）による燃料の吐出態様を示し、図４（ｆ）は、燃料ポンプ６の他方のプランジャ（第
２プランジャ）による燃料の吐出態様を示す。
【００３７】
　図示されるように、本実施形態では、燃料ポンプ６からコモンレール１２への燃料の圧
送と、燃料噴射弁１６を介した燃料噴射とを一対一に対応付ける同期式システムを採用し
ている。そして、燃料噴射の期間と圧送期間とが重複しないように、各プランジャの圧送
上死点を各気筒の圧縮上死点よりも進角させている。これにより、圧送によるコモンレー
ル１２内の燃圧の上昇が収まり、燃圧が安定したときに燃料噴射を行なうことができる。
なお、この図４では、便宜上、アクセルペダルの操作量に応じた出力トルクを生成するた
めのメインとなる噴射であるメイン噴射についての操作信号のみを記載している。しかし
、実際には、本実施形態では、メイン噴射後の着火時期の遅れを短縮して窒素酸化物（Ｎ
Ｏｘ）の発生を抑制し、燃焼音及び振動を低減するプレ噴射や、微粒子物質（ＰＭ）を再
燃焼させるアフタ噴射、排気の温度を制御して、ディーゼルパティキュレートフィルタ（
ＤＰＦ）等のディーゼル機関の後処理装置を再生させるポスト噴射等を更に行なう。この
ため、プレ噴射の指令噴射開始時期の最大進角値よりもプランジャの上死点が進角となる
ように設定されている。これにより、プレ噴射やメイン噴射、更には、アフタ噴射の期間
と圧送期間との重複を回避する。
【００３８】
　ただし、上記ポスト噴射は、通常、メイン噴射から大きく遅角して噴射される。このた
め、図４（ｃ）に一点鎖線にて示すように、ポスト噴射のタイミングは、プランジャの圧
送上死点よりも進角側であって且つ同圧送上死点に近接することとなる。このため、図５
に示すように、コモンレール１２への燃料の圧送量（燃料ポンプ６の吐出量）によっては
、ポスト噴射の期間と圧送期間とが重複することとなる。
【００３９】
　図５（ａ）は、任意の気筒の燃料噴射弁１６の操作信号を示し、図５（ｂ）は、同気筒
の実際の噴射率を示し、図５（ｃ）は、コモンレール１２内の燃圧を示す。図５（ｃ）で
は、圧送量が多量であるときの燃圧の上昇態様を実線で示し、圧送量が少量であるときの
燃圧の挙動を２点鎖線にて示し、圧送量が上記多量と少量との中間であるときの燃圧の挙
動を１点させにて示した。図示されるように、圧送量に応じてポスト噴射の実際の噴射期
間と圧送期間とが重複したり重複しなかったりする。
【００４０】
　ちなみに、この圧送量の変化は、先の図２のステップＳ１２に示した処理によって生じ
る。このステップＳ１２に示した処理によって算出される吐出量と他のパラメータとの関
係を図６に示す。
【００４１】
　図６（ａ）は、要求噴射量と燃圧と吐出量との関係である。図示されるように、噴射量
が多いほど吐出量が多くなる。これは、噴射量が多いほど、燃料噴射弁１６を介してコモ
ンレール１２からディーゼル機関の燃焼室に噴射される燃料量が多くなるためである。ま
た、同一の噴射量であっても燃圧が高いほど吐出量が増大する。これは、燃圧が高いほど
、燃料噴射弁１６を介して高圧燃料通路１４から低圧燃料通路１８へと流出する燃料量で
あるリーク燃料量が増大するためである。更に、図６（ｂ）に示すように、同一の噴射量
であっても、回転速度が大きいほど吐出量が増大する。
【００４２】
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　このように、吐出量は、ディーゼル機関の運転状態に応じて大きく変化する傾向にあり
、このため先の図５（ｃ）に示したように圧送期間とポスト噴射の実際の噴射期間との重
複態様が大きく変化することとなる。そして、ポスト噴射の実際の噴射期間と圧送期間と
の重複態様が大きく変化すると、ポスト噴射の制御精度の低下を招くおそれがある。
【００４３】
　そこで本実施形態では、燃料ポンプ６の駆動電流値に基づき、ポスト噴射の期間と圧送
期間との重複の有無を判断するとともに、重複するときには、燃圧センサ２０によって検
出される燃圧に対するポスト噴射の期間における燃圧の上昇に応じて指令噴射期間を設定
する。以下、これについて詳述する。
【００４４】
　図７に、本実施形態にかかる燃料噴射制御の処理手順を示す。この処理は、ＥＣＵ３０
により、例えば所定周期で繰り返し実行される。
【００４５】
　この一連の処理では、まずステップＳ２０において、アクセルペダルの操作量に応じた
上記要求噴射量と、クランク軸８の回転速度とに基づき、要求噴射量の燃料を分割して噴
射する噴射段数を算出する。ここで、この噴射段数が「１」であるときには、メイン噴射
のみを行うこととなり、噴射段数が「２」以上であるときには、メイン噴射に加えて、プ
レ噴射やアフタ噴射を行なうこととなる。なお、噴射段数が「２」以上であるときには、
このステップＳ２０において、各噴射段の噴射量を算出する。
【００４６】
　続くステップＳ２２では、ステップＳ２０にて算出される噴射段数の各噴射段の指令噴
射期間と指令噴射開始時期とを算出する。続くステップＳ２４では、ポスト噴射を行なう
要求があるか否かを判断する。この要求は、図示しない別のロジックにて生成されるもの
である。
【００４７】
　そして、ポスト噴射の要求があると判断されると、ステップＳ２６において、ポスト噴
射の指令噴射開始時期と、仮の指令噴射期間とを算出する。ここで、指令噴射開始時期は
、クランク軸８の回転速度と、上記要求噴射量とに基づき算出される。
【００４８】
　また、仮の指令噴射期間は、回転速度と要求噴射量とに基づき定まるポスト噴射の噴射
量と、燃圧センサ２０によって検出される燃圧の最新の検出値とに応じて算出される。よ
り正確には、上記特許文献１に記載された手法を用いる。すなわち、ステップＳ２６の処
理時における燃圧センサ２０の検出値ＮＰＣｎと、同ステップＳ２６の前回の処理時にお
ける燃圧センサ２０の検出値ＮＰＣ（ｎ－１）と、前回のポスト噴射の指令噴射開始時期
における燃圧センサ２０の検出値ＮＰＣＭ（ｎ－１）とを用いて、見込み圧ＮＰＣＦを「
ＮＰＣｎ＋ＮＰＣＭ（ｎ－１）－ＮＰＣ（ｎ－１）」として算出する。そして、この見込
み圧ＮＰＣＦと、ポスト噴射の噴射量とに基づき、仮の指令噴射期間を算出する。
【００４９】
　続くステップＳ２８においては、ポスト噴射の実際の噴射開始時期を算出する。これは
、燃料噴射弁１６には、通常、応答遅れがあり、燃料噴射弁１６の開弁操作から実際に燃
料の噴射が開始されるまでに遅延が生じるために行なう処理である。この応答遅れは、コ
モンレール１２内の燃圧に依存する。このため、まず指令噴射開始時期に対する実際の噴
射開始時期の遅延時間を、ポスト噴射の前段の噴射からポスト噴射までの時間間隔と、燃
圧センサ２０によって検出される燃圧とに基づき算出する。ここで、ポスト噴射の前段の
噴射からポスト噴射までの時間間隔を用いるのは、前段の噴射によって生じる圧力脈動に
よって遅延時間が変化するためである。また、前段の噴射とは、アフタ噴射が行なわれる
ときには、アフタ噴射を意味し、アフタ噴射が行なわれないときには、メイン噴射を意味
する。こうして遅延時間が算出されると、指令噴射開始時期と遅延時間とに基づき、実際
の噴射開始時期を算出する。
【００５０】
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　続くステップＳ３０においては、燃料ポンプ６の駆動電流値に基づき、燃料ポンプ６に
よる燃料の圧送開始点を算出する。ここでは、圧送開始点を、圧送の開始から、対応する
気筒の圧送上死点となるまでに要する時間として定義し、圧送開始点と駆動電流値との関
係を定めた図８（ａ）に示すマップを用いて圧送開始点を算出する。図示されるように、
駆動電流値が大きいほど、圧送開始点が小さくなる。これは、駆動電流値が大きいほど吐
出量が少なくなるため、圧送の開始が圧送上死点に近づき、ひいては、圧送開始から圧縮
上死点に到達するまでの時間が短くなるためである。また、同一の駆動電流値であっても
、クランク軸８の回転速度が小さいほど圧送開始点が大きくなる。これは、回転速度が小
さいほど同一のクランク角度領域の回転に要する時間が長くなるためである。
【００５１】
　続く先の図７に示すステップＳ３２においては、ポスト噴射の実際の噴射開始時期と圧
送期間とが重複するか否かを判断する。この判断は、例えば以下のようにして行なう。ま
ず、上記ステップＳ２８において、ポスト噴射の指令噴射時期からその気筒の圧縮上死点
までのクランク角度を時間換算し、これから実際の噴射開始時期までの遅延時間を減算す
ることで、圧縮上死点に対する先行時間として、実際の噴射開始時期を算出する。そして
、この先行時間と、ステップＳ３０にて算出される圧送開始の圧縮上死点に対する先行時
間との比較に基づき、実際の噴射開始時期の先行時間の方が短いときに重複すると判断す
る。
【００５２】
　そして、重複していないと判断されるときには、ステップＳ３４において、ポスト噴射
の指令噴射開始時期における燃圧センサ２０の検出値ＮＰＣＭｎに基づき、指令噴射期間
を補正する。すなわち、指令噴射開始時期における検出値ＮＰＣＭｎと、ポスト噴射の噴
射量とに基づき、指令噴射期間を再算出し、これを指令噴射期間として用いることで指令
噴射終了時期を定める。ただし、指令噴射開始時期における検出値ＮＰＣＭｎと、上記ス
テップＳ２６における検出値ＮＰＣｎとの差の絶対値が予め定められた閾値より大きいと
きには、検出値ＮＰＣＭｎにノイズが混入しているおそれがあるとして、上記仮の指令噴
射期間を最終的な指令噴射期間とする。
【００５３】
　一方、ステップＳ３２において重複がある旨判断されるときには、ステップＳ３６に移
行する。ここでは、実際の噴射開始時期におけるコモンレール１２内の燃圧を算出する。
これは、指令噴射開始時期における燃圧センサ２０の検出値ＮＰＣＭｎと、指令噴射開始
時期から実際の噴射開始時期までの間の燃圧の上昇量とに基づき算出される。この燃圧の
上昇量の算出は、図８（ｂ）に示すマップに基づき行なう。図示されるマップは、クラン
ク軸８の回転角度にて定義される２点（始点及び終点）と、これら２点間の移行に伴う燃
圧の上昇量との関係を定めるものである。すなわち、燃料ポンプ６の各プランジャはクラ
ンク軸８と同期して回転するものであるため、クランク軸８の回転角度によって、始点と
終点とを定めることで、その間のプランジャの変位態様を把握することができる。このた
め、始点と終点とを定めることで、その間に燃料ポンプ６から吐出される燃料量が定まり
、ひいては、コモンレール１２内の燃圧の上昇量が定まることとなる。上記ステップＳ３
６では、指令噴射開始時期と圧送開始点とのうちの遅角側にある方のクランク角度を始点
とし、実際の噴射開始時期のクランク角度を終点として、始点から終点までの燃圧の上昇
量を図８（ｂ）に示すマップにて算出する。こうして算出される上昇量に検出値ＮＰＣＭ
ｎを加算することで、実際の噴射開始時期における燃圧を算出する。
【００５４】
　続いて、先の図７のステップＳ３８では、上記ステップＳ３６にて算出された燃圧に基
づき、上記仮の指令噴射期間を補正する。すなわち、新たに算出された燃圧と、ポスト噴
射の噴射量とに基づき、指令噴射期間を再算出する。
【００５５】
　なお、上記ステップＳ２４においてポスト噴射の要求がないと判断されるときや、ステ
ップＳ３４、Ｓ３８の処理が完了するときには、この一連の処理を一旦終了する。ちなみ



(9) JP 4407620 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

に、ステップＳ２２における指令噴射期間の算出も、実際には、ステップＳ２６及びステ
ップＳ３４の処理と同様の処理にて算出することが望ましい。
【００５６】
　図９に、先の図７に示した処理によるポスト噴射の指令噴射期間の設定態様について示
す。図９（ａ）は、燃料噴射弁１６に対する操作信号を示し、図９（ｂ）は、実際の噴射
率を示し、図９（ｃ）は、コモンレール１２内の燃圧の挙動を示す。また、図中、左側に
は圧送量が多量である場合について、また、右側には圧送量が少量である場合について、
更に中央には圧送量が上記多量と少量との間の量である場合について示している。ちなみ
に、図９（ｃ）に示す燃圧の挙動は、先の図５（ｃ）と対応している。
【００５７】
　圧送量が多量である場合には、圧送開始時ａ１の後に、指令噴射開始時期ｂ１が訪れる
こととなる。このため、指令噴射開始時期ｂ１における燃圧の検出値ＮＰＣＭ１と、指令
噴射開始時期ｂ１から実際の噴射開始時期ｃ１までの燃圧の上昇量ΔＰ１との和として、
実際の噴射開始時期における燃圧が算出される。
【００５８】
　圧送量が中である場合には、指令噴射開始時期ｂ２と実際の噴射開始時期ｃ２との間に
、圧送開始時ａ２があることとなる。そして、指令噴射開始時期ｂにおける燃圧の検出値
ＮＰＣＭ２と、指令噴射開始時期ｂ１から実際の噴射開始時期ｃ２までの燃圧の上昇量Δ
Ｐ２との和として、実際の噴射開始時期における燃圧が算出される。
【００５９】
　圧送量が小である場合には、実際の噴射開始時期ｃ３の後に圧送開始時ａ３となる。こ
のため、指令噴射開始時期ｂ３における燃圧の検出値ＮＰＣＭ３に基づき、指令噴射期間
が算出される。
【００６０】
　以上詳述した本実施形態によれば、以下の効果が得られるようになる。
【００６１】
　（１）燃料ポンプの駆動電流値に基づき、ポスト噴射の実際の噴射開始時期と圧送期間
とが重複するか否かを判断し、重複すると判断されるとき、実際の噴射開始時期における
燃圧を算出して、同燃圧に基づき指令噴射期間を算出した。これにより、実際の噴射開始
時期と圧送期間とが重複するときには、検出される燃圧に対して圧送によりコモンレール
１２内の燃圧が変化することに鑑み、この変化に応じて指令噴射期間を設定することがで
き、要求される噴射量を精度良く噴射することができる。
【００６２】
　（２）ポスト噴射の実際の噴射開始時期を、該燃料噴射の前段の噴射からの時間間隔と
検出される燃圧とに基づき算出した。これにより、実際の噴射開始時期を精度良く算出す
ることができる。
【００６３】
　（３）燃料ポンプ６による燃料の圧送開始点を算出するに際し、燃料ポンプ６の駆動電
流値に加えて、クランク軸８の回転速度を用いた。これにより、圧送開始点をより高精度
に算出することができる。
【００６４】
　（４）重複の判断に先立ち、ポスト噴射の指令噴射期間を仮に算出した。これにより、
実際の噴射開始時期と圧送期間とが重複しないときであって、指令噴射開始時期における
燃圧の検出値の信頼性が低いと判断されるときには、仮の指令噴射期間を用いて燃料噴射
を行なうことができる。特に、この仮の指令噴射期間は、前回の指令噴射開始時期におけ
る燃圧の検出値ＮＰＣＭ（ｎ－１）に基づき算出されるために、この仮の指令噴射期間を
用いることで、燃料噴射の制御精度を高く維持することができる。
【００６５】
　（５）燃料噴射装置に同期システムを採用し、メイン噴射期間が圧送期間と重複しない
ように設定した。これにより、メイン噴射を簡易且つ高精度に制御することができる。
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【００６６】
　（第２の実施形態）
　以下、第２の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に、図面を参照
しつつ説明する。
【００６７】
　本実施形態では、ポスト噴射の実際の噴射開始時期から実際の噴射終了時期までの間の
コモンレール１２内の燃圧の平均値を算出（推定）することで、ポスト噴射の指令噴射期
間を設定する。以下、図１０を用いて、本実施形態にかかる指令噴射期間の設定の手法を
説明する。
【００６８】
　図１０（ａ）は、燃料噴射弁１６の操作信号を示し、図１０（ｂ）は、実際の噴射率を
示し、図１０（ｃ）は、コモンレール１２内の燃圧の挙動を示す。
【００６９】
　図示されるように、先の図７に示した処理によって、圧送開始時ａよりも実際の噴射開
始時期ｃが後となると判断されるときには、実際の噴射開始時期ｃから実際の噴射終了時
期ｄまでの燃圧の平均値を算出する。ここで、実際の噴射終了時期ｄは、先の図７のステ
ップＳ２６によって算出される指令噴射期間と、指令噴射開始時期と、指令噴射開始時期
ｂにおける燃圧の検出値ＮＰＣＭとに基づき算出される。すなわち、実際の噴射終了時期
ｄは、燃料噴射弁１６の応答遅れに起因して、指令噴射期間の終了時よりも遅れる傾向に
ある。そして、この応答遅れは、コモンレール１２内の燃圧に依存する。このため、実際
の噴射終了時期は、燃圧の検出値ＮＰＣＭによって、指令噴射開始時期と指令噴射期間と
によって定まる指令噴射期間の終了時期に対する応答遅れ量を把握することで算出するこ
とができる。なお、実際には、この実際の噴射終了時期は、マップ演算される。
【００７０】
　上記実際の噴射開始時期ｃにおける燃圧Ｐｃは、先の図７の処理を説明する際に記載し
たように、先の図８（ｂ）に示したマップを用いて算出する。同様に、実際の噴射終了時
期ｄにおける燃圧Ｐｄも、先の図８（ｄ）に示したマップを用いて算出することができる
。すなわち、始点を指令噴射開始時期ｂとし、終点を実際の噴射終了時期ｄとすることで
、始点から終点までの燃圧の上昇量を算出し、これに検出値ＮＰＣＭを加算することで算
出することができる。
【００７１】
　こうして実際の噴射開始時期ｃにおける燃圧Ｐｃと、実際の噴射終了時期ｄにおける燃
圧Ｐｄとが算出されると、これら燃圧Ｐｃと燃圧Ｐｄとの平均値を算出する。この平均値
は、簡易的に「（Ｐｃ＋Ｐｄ）／２」としてもよい。また、これに代えて、加重平均値「
Ｗｃ×Ｐｃ＋Ｗｄ×Ｐｄ：Ｗｃ＋Ｗｄ＝１」としてもよい。ここで、重みＷｃ、Ｗｄは、
クランク角度に応じて吐出量が変化することに起因して燃圧の上昇速度が変化することに
基づき定められる。
【００７２】
　こうして燃圧Ｐｃと燃圧Ｐｄとの平均値が算出されると、先の図７のステップＳ３８に
おいて、この平均値とポスト噴射の噴射量とに基づき、指令噴射期間を算出する（ステッ
プＳ２６において算出される仮の指令噴射期間を補正する）。
【００７３】
　以上説明した本実施形態によれば、先の第１の実施形態の上記（１）～（５）の効果に
加えて、更に以下の効果が得られるようになる。
【００７４】
　（６）実際の噴射開始時期から実際の噴射終了時期までの間のコモンレール１２内の燃
圧の平均値を算出することで、指令噴射期間の設定（仮の指令噴射期間の補正）を行なっ
た。これにより、実際の噴射期間におけるコモンレール１２内の燃圧に応じて指令噴射期
間を適切に設定することができる。
【００７５】
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　（第３の実施形態）
　以下、第３の実施形態について、先の第１の実施形態との相違点を中心に、図面を参照
しつつ説明する。
【００７６】
　本実施形態では、図１１に示すように、ディーゼル機関を５気筒とするとともに、燃料
噴射装置に非同期システムを採用する。図１１（ａ）～図１１（ｅ）に、１番気筒から５
番気筒の燃料噴射弁１６に対するメイン噴射のための操作信号をそれぞれ示す。また図１
１（ｆ）に、第１プランジャによる燃料の吸入、吐出（圧送）態様の推移を、図１１（ｇ
）に、第２プランジャによる燃料の吸入、吐出（圧送）態様の推移をそれぞれ示す。
【００７７】
　本実施形態では、第１プランジャ又は第２プランジャによる燃料の圧送の周期が「４８
０°ＣＡ」となっており、燃料ポンプ６による燃料の圧送周期は「２４０°ＣＡ」となっ
ている。一方、燃料噴射が行なわれる周期は、「１４４°ＣＡ」毎となっている。このた
め、本実施形態における燃料噴射装置は、第１プランジャや第２プランジャによる圧送タ
イミングと各気筒の燃料噴射のタイミングとが一対一に対応しない非同期システムとなっ
ている。
【００７８】
　このため、本実施形態では、メイン噴射についても、噴射期間と圧送期間とが重複し得
る。そこで、メイン噴射についても、重複があるときには、指令噴射期間を実際の噴射開
始時期の燃圧の算出値（推定値）基づき設定するようにする。以下、これについて図１２
を用いて説明する。
【００７９】
　図１２に、本実施形態にかかる燃料噴射制御の処理手順を示す。この処理は、ＥＣＵ３
０により、例えば所定周期で繰り返し実行される。
【００８０】
　この一連の処理では、まずステップＳ４０において、指令噴射期間と指令噴射開始時期
とを算出する。ここで指令噴射期間は、燃圧センサ２０による燃圧の最新の検出値と、メ
イン噴射の噴射量とに基づき算出すればよい。続くステップＳ４２では、実際の噴射開始
時期を算出する。これは、先の図７のステップＳ２８と同様の処理によって行なうことが
できる。続くステップＳ４４では、燃料ポンプ６の駆動電流値に基づき、燃料噴射を行な
う気筒の圧縮上死点以前であって同圧縮上死点にもっとも近いものの圧送開始点を算出す
る。ここでは、圧送開始から圧送上死点に到達するまでの時間と駆動電流値及び回転速度
との関係を定めるマップを用いて、圧送開始点を上記時間として算出する。
【００８１】
　続くステップＳ４６では、燃料噴射を行なう気筒の圧縮上死点と、上記ステップＳ４２
の圧送開始と対応する圧送上死点との間隔をクランク角度で算出する。
【００８２】
　続くステップＳ４８では、実際の噴射開始時期と圧送期間とが重複するか否かを判断す
る。この判断は、次のようにして行なえばよい。（イ）ステップＳ４６で算出された圧送
上死点と圧縮上死点とのクランク角度間隔を、そのときのクランク軸８の回転速度に基づ
き、時間間隔に変換する。（ロ）この時間間隔にステップＳ４４で算出される圧送開始か
ら圧送上死点までに要する時間を加算する。（ハ）上記ステップＳ４２にて算出される実
際の噴射開始時期を圧縮上死点からの時間に換算する。（ニ）上記（ロ）にて算出される
時間が、上記（ハ）にて換算される時間よりも長くて且つ圧送上死点が実際の噴射開始時
期よりも後にくるときに、重複すると判断する。
【００８３】
　そして、実際の噴射開始時期と圧送期間とが重複すると判断されると、ステップＳ５０
において、噴射開始時期の燃圧を算出（推定）する。ここでは、先の図８（ｂ）に示した
マップに代えて、燃料ポンプ６の任意の１つのプランジャの下死点から上死点までの変位
過程における任意の２点を始点及び終点として、これら始点から終点まで燃料ポンプ６が
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燃料を吐出するときのコモンレール１２内の燃圧の上昇量を定めるマップをＥＣＵ３０に
予め記憶しておく。詳しくは、本実施形態では圧送周期が「２４０°ＣＡ」であり、プラ
ンジャを２つ備えるために、任意の１つのプランジャが圧送下死点から圧送上死点まで移
行する際にクランク軸８が回転する回転角度は、「２４０°ＣＡ」である。このため、上
記マップにより、「２４０°ＣＡ」内の任意の角度領域の回転に伴う燃料ポンプ６の吐出
による燃圧の上昇量を定める。例えば、上記圧送上死点と対応するクランク角度を「２４
０°ＣＡ」とするとともに、圧送下死点と対応するクランク角度を「０°ｃａ」とする。
そして、上記ステップＳ４０で算出される指令噴射開始時期と圧送開始点とのうちの遅角
側となる方を、上記クランク角度に換算してこれを始点とする。また、上記ステップＳ４
２で算出される実際の噴射開始時期を、上記クランク角度に換算してこれを終点とする。
これにより、上記マップを用いて、指令噴射開始時期（又は圧送開始点）から実際の噴射
開始時期までの間の燃圧の上昇量を算出することができる。そして、こうして算出される
燃圧の上昇量に、指令噴射開始時期における燃圧の検出値を加算することで、実際の噴射
開始時期における燃圧を算出する。
【００８４】
　こうして実際の噴射時期における燃圧が算出されると、ステップＳ５２において、この
算出される燃圧と、燃料噴射量とに基づき指令噴射期間を設定する（上記ステップＳ４０
にて算出される指令噴射期間を補正する）。なお、ステップＳ４８にて重複がないと判断
されるときや、ステップＳ５２の処理が完了するときには、この一連の処理を一旦終了す
る。
【００８５】
　以上説明した本実施形態によれば、先の第１の実施形態の上記（１）～（３）の効果に
加えて、更に以下の効果が得られるようになる。
【００８６】
　（７）プランジャの圧送下死点と圧送上死点との間の領域をクランク軸８の回転角度に
対応付けるとともに、この回転角度と、燃料噴射についての各タイミングとを対応付ける
ことで、非同期システムを採用した場合であれ、圧送開始や、圧送に伴う燃圧の上昇量を
適切に算出することができる。
【００８７】
　（その他の実施形態）
　なお、上記各実施形態は、以下のように変更して実施してもよい。
【００８８】
　・上記各実施形態では、重複があると判断されるとき、実際の噴射の期間における燃圧
と噴射量とから指令噴射期間を再度算出することで補正したが、既に算出されている仮の
指令噴射期間を直接補正するようにしてもよい。
【００８９】
　・第１の実施形態において、先の図７のステップＳ２２の処理のうち指令噴射期間の仮
の算出にかかる処理については、これをステップＳ３２の処理の後に行なってもよい。こ
れにより、ステップＳ３２の処理により重複があると判断されるときには、仮の指令噴射
期間を算出する必要が生じず、ＥＣＵ３０の演算負荷を低減することができる。
【００９０】
　・上記第２の実施形態において、実際の噴射終了時期を、実際の噴射開始時期に指令噴
射期間を加算することで簡易的に算出してもよい。
【００９１】
　・燃圧センサ２０による燃圧の検出タイミングから燃料噴射の期間のまでの間の燃圧の
上昇量を算出する手法としては、先の図８（ｂ）等に例示するマップを用いるものに限ら
ない。例えばクランク軸８と燃料ポンプ６の各プランジャとの幾何学的関係を用いてＥＣ
Ｕ３０内で都度算出するようにしてもよい。
【００９２】
　・上記各実施形態では、圧送開始点を駆動電流値に基づき算出したが、先の図２のステ
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おいて、燃料噴射制御装置によっては、指令吐出量をＰＩＤ制御等によって算出した後、
この指令吐出量に基づいて駆動電流値を算出しつつも、燃料の温度等に応じて更に駆動電
流値を補正するものもある。この場合には、指令吐出量と駆動電流値とが一義的に対応し
ないため、駆動電流値を用いる方が望ましい。また、燃圧の制御ロジックが燃料噴射制御
装置の機種毎に異なることに鑑みれば、駆動電流値に基づき算出するロジックは、様々な
種類の燃圧の制御ロジックに適切に対応できる汎用性の高いものといえる。
【００９３】
　・吸入調量弁１０としては、ノーマリーオープン式のものに限らず、ノーマリークロー
ズ式のものであってもよい。
【００９４】
　・燃料ポンプ６としては、吸入調量弁１０を備えるものに限らず、燃料の吐出の終了タ
イミングを制御するものであってもよい。この場合、駆動電流値に基づき圧送開始点では
なく、圧送終了点を算出することで重複の有無を判断する。
【００９５】
　・燃料噴射弁１６としては、燃圧と指令噴射期間とによって噴射量を一義的に定めるも
のに限らない。例えば米国特許第６５２０４２３号明細書に記載されているように、燃料
噴射弁１６が、アクチュエータの変位に応じてノズルニードルのリフト量を連続的に調整
可能なものであるなら、噴射期間と燃圧とによって一義的に噴射量を定めることはできな
い。この場合には、燃料噴射量を制御するための燃料噴射弁の操作量は、例えばアクチュ
エータに与えるエネルギ量とエネルギを与える期間（指令噴射期間）となり、噴射量は、
燃圧とこれらエネルギ量及び指令噴射期間とによって定まる。
【００９６】
　・内燃機関としては、ディーゼル機関に限らず、例えば筒内噴射式ガソリン機関であっ
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】第１の実施形態にかかるエンジンシステムの全体構成を示す図。
【図２】同実施形態にかかるコモンレール内の燃圧の制御の処理手順を示すフローチャー
ト。
【図３】同実施形態にかかる駆動電流値と燃料ポンプの吐出量との関係を示す図。
【図４】同実施形態にかかる燃料噴射制御の態様を示すタイムチャート。
【図５】ポスト噴射と燃料の圧送との重複が生じ得ることを説明する図。
【図６】上記実施形態において吐出量を変化させるパラメータを示す図。
【図７】同実施形態にかかる燃料噴射制御の処理手順を示すフローチャート。
【図８】同実施形態における圧送開始点や燃圧の上昇量を算出するためのマップを示す図
。
【図９】同実施形態にかかるポスト噴射の噴射制御態様を説明するタイムチャート。
【図１０】第２の実施形態にかかるポスト噴射の噴射制御態様を説明するタイムチャート
。
【図１１】第３の実施形態にかかる燃料噴射制御態様を示すタイムチャート。
【図１２】同実施形態にかかる燃料噴射制御の処理手順を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００９８】
　６…燃料ポンプ、８…クランク軸、１０…吸入調量弁、１２…コモンレール、１６…燃
料噴射弁、３０…ＥＣＵ。
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